
滝上町告示第42号

滝上町木質資源地産地消促進事業補助金交付要綱を次のように定め、令和６

年４月１日から適用する。

令和６年４月１日

滝上町長 清 原 尚 弘

滝上町木質資源地産地消促進事業補助金交付要綱

（目的）

第１条 この要綱は、林業・木材産業等の振興と本町経済の発展及び雇用の安

定を図り、活力ある町づくりに資することを目的として、地域における森林

資源の地産地消を促進するための施設整備等に対する補助金の交付について

必要な事項を定める。

（補助対象）

第２条 この要綱による補助対象者は、別表に定める者とする。ただし、保険

金、補償金及び賠償金を受けて事業を行い、又は、町税その他町に対する債

務を遅滞している者は対象から除外する。

２ 補助対象経費は、次に定める施設等の購入又は整備に係るものとする。

⑴ 木質資源生産施設

新規に導入する次の作業機とし、油圧配管及び林業用架装部分については対

象外とする。

ハーベスタ、プロセッサ、スキッダー、フェラバンチャー、グラップルソー、

グラップル、バンドリング、フォワーダ、グラップルレーキ

⑵ 木材加工設備

製材、チップ、ペレット、オガ粉、人工乾燥、プレカット、集成材の生産設

備(中古設備を含む)、製品保管庫、車両（フォークリフト、ログローダー、

タイヤローダー（新規導入に限る)）

⑶ 木材加工施設

国、北海道の補助を受けて実施する事業（以下「国等補助事業」という。）

による、木材加工施設の新設又は更新

⑷ 種苗生産施設等

ビニールハウス、温室用ボイラー設備、取水施設、灌水施設、コンテナ苗

生産機械器具、コンテナ苗生産資材（コンテナ容器、プラントプラグ、シ

ステムトレー等）

３ 消費税額は、補助対象経費から除外する。ただし、国等補助事業において



消費税額が補助対象となる場合を除く。

（補助金額等）

第３条 前条に定める補助対象経費に対する補助金額等は、対象区分ごとに別

表に定めるとおりとし、町長は、予算の範囲内で補助するものとする。

（補助金の交付申請）

第４条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）

は、事業計画書を添付して、滝上町木質資源地産地消促進事業補助金交付申

請書（別記第１号様式）を町長に提出しなければならない。

（補助金の交付決定）

第５条 町長は、前条の補助金の交付申請を受理したときは、これを審査して

補助金交付の可否を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。

（計画の変更）

第６条 補助金の交付決定を受けた申請者は、事業計画を変更するときは、滝

上町木質資源地産地消促進事業計画変更承認申請書（別記第２号様式）を町

長に提出し、承認を受けなければならない。

（事業の着手及び完了の届出）

第７条 申請者は、補助金の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）

に着手したときは、着手日から10日以内に、滝上町木質資源地産地消促進事

業着手届（別記第３号様式）を町長に提出しなければならない。

２ 申請者は、補助事業が完了したときは、完了日から14日以内に滝上町木質

資源地産地消促進事業完了届（別記第４号様式）を町長に提出しなければな

らない。

（補助金の交付）

第８条 町長は、前条第２項の完了届を受理したときは、その内容を審査の上、

適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに申請者に補

助金を交付するものとする。

（事業の休止等の届出）

第９条 申請者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して５年以内

に、事業を休止し、又は廃止したときは、当該事実が生じた日から10日以内

に、滝上町木質資源地産地消促進事業休止(廃止)届（別記第５号様式）によ

り、町長に届け出なければならない。

（事業の稼働実績報告義務）

第10条 申請者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して３年を経

過するまで、各事業年度の稼働実績について、滝上町木質資源地産地消促進

事業稼働実績報告書(別記第６号様式)により、町長に報告しなければならな

い。

（補助金の交付条件）

第11条 補助金の交付を受けて取得し、又は効用が増加した財産については、

当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して、最低５年を経過する

までの間、補助金の交付目的に従って使用するとともに、善良なる管理者の

注意をもって管理し、効率的な運用に努めなければならない。

（補助金の交付決定の取消し等）



第12条 町長は、申請者が次の各号の一に該当する場合においては、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。ただし、天災

地変、その他町長がやむを得ない事由によると認める場合は、この限りでな

い。

⑴ 補助対象要件を欠くに至ったとき。

⑵ 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとした

とき。

⑶ 補助金交付決定時に付した条件に違反したとき。

⑷ その他、前３号に掲げるもののほか、補助金の交付目的に合致しない事由

や行為が認められたとき。

２ 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る

部分に関し、既に補助金が交付されているときは、申請者に対して、期限を

定めてその返還を命ずるものとする。

（雑則）

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附 則

この告示は、令和９年３月31日限り、その効力を失う。



別表（第２条及び第３条関係）

区分 補助対象者 補助対象事業費 補助率 補助金額

木質資源生産

施設

生産組合又は、直

接従業員を雇用

している林業・木

材産業を営む法

人

300万円以上3,000

万円以内

30パーセント以

内、ただし、国等

補助事業の場合

は補助残分の20

パーセント以内、

ただし、フォワー

ダについては10

パーセント以内

900万円以内

木材加工設備 生産組合又は、直

接従業員を雇用

している林業・木

材産業を営む法

人

300万円以上3,000

万円以内

30パーセント以

内、ただし、国等

補助事業の場合

は補助残分の10

パーセント以内

900万円以内

木材加工施設 生産組合又は、直

接従業員を雇用

している林業・木

材産業を営む法

人

3,500万円以上

50,000万円以内

国等補助事業の

補助残分の10パ

ーセント以内

2,500万円以内

種苗生産施設

等

林業種苗法（昭和

45年法律第89号）

に定める種苗生

産事業者

50万円以上1,500

万円以内

30パーセント以

内、ただし、国等

補助事業の場合

は補助残分の10

パーセント以内

450万円以内


